
●都市計画税とは
　　都市計画事業（道路や公共下水道の整備）や土地区画整理
事業に必要な経費に充てるための目的で課税するもの

●対象者
　　毎年1月1日現在、市街化区域内（市街化調整区域のうち
宮山団地地区内）にある土地や家屋を所有するかた

●改定内容
　　令和8年度課税分から税率の0.25％（令和7年度までは税率0.1％）

●納期
　　税率改定前と同様に、固定資産税と合わせて年額を4回（5・7・12・2月）に分けて納付

●計算例
　固定資産税額　　課税標準額×税率1.4％
　都市計画税額　　課税標準額×税率0.25％　　　　     ※税額は、100円未満切り捨てとなります。

●活用する事業
　・令和13年度開通を目標とした都市計画道路白岡駅西口線の整備
　・令和21年度までを計画期間とした白岡駅東部中央土地区画整理事業
　・公共下水道の白岡工業団地内の整備、継続的な管の更新などの実施

令和８年度から令和８年度から
都市計画税の税率を改定します都市計画税の税率を改定します
　令和7年第7回（12月）議会定例会で、都市計画税の税率を0.1%から0.25%に改定する「白岡
市都市計画税条例の一部を改正する条例」が可決されました。
　都市計画税は、安全で快適な市民生活を支えるための都市基盤整備を着実に進める事業に
活用させていただきます。ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

都市計画税率の改定　　企画政策課政策調整担当
都市計画税の制度・課税　　税務課資産税担当
都市計画税率の改定　　企画政策課政策調整担当
都市計画税の制度・課税　　税務課資産税担当

問合せ 

▲都市計画道路白岡駅西口線

▲
税率改定に
ついて

▲
制度・課税に
ついて

街づくり課白岡駅東部中央担当街づくり課白岡駅東部中央担当問合せ 

　令和8年度に開通を目指している幅員20メートルの「都市計画道
路白岡駅東口線」との接続に合わせて、より便利で快適な施設と
してご利用いただけるように全体の改修工事を行う予定です。
※広場面積の拡張はありません。

　　車道部
２車線から１車線とし、白岡駅東口線からの
大型バスなどが通行・転回可能となります。

　　歩道部
アスファルト舗装から色付きのブロックとす
ることで、明るい印象の広場にします。

　　駅舎前
歩道部を広げてシェルター（屋根）を設置し
ます。

　　照明灯
車道用と歩道用にそれぞれ照明灯を増設します。

　　その他
警察との協議を行い、道路標示などによる交
通安全対策を実施します。

歩道部イメージ

白岡駅東口駅前広場の
整備を進めます
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主な整備内容（予定）

※課税標準額：評価額×特例率　　　　　　
※課税標準額は、１,000円未満切り捨てとなります。
※特例率：土地の課税標準額は小規模住宅用地の特例により、固定資産税は評価額の1/6、都市計画税は評価額の1/3となります。

■土地：小規模住宅用地（100㎡）　家屋（木造専用住宅、延床面積100㎡、築15年）

税目 種別 評価額 課税標準額
年税額

令和７年度 令和８年度

固定資産税
土地 7,200,000円 1,200,000円

6,200,000円
税率1.4％ 税率1.4％

家屋 5,000,000円 5,000,000円 86,800円 86,800円

都市計画税
土地 7,200,000円 2,400,000円

7,400,000円
税率0.1％ 税率0.25％

家屋 5,000,000円 5,000,000円 7,400円 18,500円

固定資産税と都市計画税の合計年税額 94,200円 105,300円
（＋11.8%）
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